
 

 

様式３ 

 

町民意見等の概要及び各意見等に対する町の考え方 

 

１ 事案名 

試験研究用等原子炉施設に係る原子力災害に備えた茨城町屋内退避及び 

避難誘導計画（案） 

 

２ 意見提出者数    ２人 

提 出 方 法 人   数 

直 接 提 出         １人 

郵     送          

F A X          

E メ ー ル         １人 

合     計         ２人 

 

３ 意見等の概要及び町の考え方 

 

NO 

 

意見の対象箇

所 

 

意見の概要 

意

見

数 

 

町の考え方（回答） 

1 全体  原子力災害は人間の手に

負えないものであり，この

ような避難計画の策定を強

いる原子力に反対である。

米国をはじめ，世界のエネ

ルギー政策は，コスト面で

も競争力が高まっている自

然エネルギーへと移行して

いる。日本は，自然エネルギ

ーの資源大国であるにもか

かわらず，その流れに乗り

遅れている。原子力政策は

やめるべきである。 

1  国のエネルギー政策につ

いては，本計画の趣旨と異な

りますので，ご回答いたしか

ねます。 



 

 

2 全体  原子力災害の避難計画に

ついて，行政側から「避難計

画を策定して終わりという

事はありません」と良く聞

かれるが，「実効性のある避

難計画は難しいが徐々に改

善していく」と言っている

に等しい。不十分でも策定

してしまえば，再稼働の条

件がそろってしまう。 

1  対象区域内の人口や年齢

層などの日々変化する要素

や，新たな知見，原子力災害

対策指針の改正等の可能性

がある以上，計画を策定した

後も継続して見直しを行う

必要があるため，その旨を記

載しております。また，本計

画（案）の対象施設について，

計画の策定は再稼働の条件

ではございません。 

3 全体  「再稼働するしないに関

わらず，施設に核物質があ

る限りは必要」ということ

も良く聞かれるが，再稼働

するか否かで危険性は全く

異なり，再稼働することに

よって格段に危険性が高ま

ることを認識しなければな

らない。 

1  対象施設の危険性につい

て，引き続き正しい認識に努

めてまいります。 



 

 

4 第 １ 章 の ２

「計画の位置

づけ」 

 茨城町地域防災計画（原

子力災害対策計画編）では，

原子力災害対策重点区域に

ついて「常陽から８km以内

の地域」との記載のみであ

り，本計画との齟齬が発生

している。本来であれば，地

域防災計画を先に改定すべ

きであるところを後回しに

し，本計画を策定するとい

うことは，ＨＴＴＲの再稼

働スケジュールありきの計

画であり，機能しないと考

える。 

1  ご意見のとおり，茨城町地

域防災計画（原子力災害対策

計画編）との齟齬が発生して

いるのは事実であり，令和３

年７月現在，同計画の見直し

を行っております。本計画

（案）については，そのさら

に上位の原子力災害対策指

針や茨城県地域防災計画（原

子力災害対策計画編）に基づ

き作成したものであり，茨城

町地域防災計画（原子力災害

対策計画編）についてもそれ

らに基づき見直しを行うこ

とで，齟齬を解消いたしま

す。本来，茨城町地域防災計

画（原子力災害対策計画編）

の見直しを先に実施すべき

ところではありますが，より

直接的に安全対策に関わる

本計画の策定を優先したも

のであり，ご指摘いただきま

した記載については，適切に

修正いたします。 

 

（修正） 

第１章の２の最後に，「なお，

国指針や県地域防災計画，県

ガイドラインの改定等によ

り，地域防災計画との相違が

ある場合は，当該国指針等を

優先するものとする。」と付

け加えます。 



 

 

5 第 １ 章 の ３

「 計 画 の 修

正・見直し」 

 原子炉の場合，起動時の

トラブルが最も多いことは

良く知られており，７月末

のＨＴＴＲの起動時にトラ

ブルが発生することも想定

すべきである。しかし，「こ

の計画は，現時点における

基本的な考え方をまとめた

もの」とあり，詳細には詰め

ていないということであ

る。これでは，計画を策定し

たことにはならない。 

1  対象区域の人口や年齢層

等，流動的な要素が多々ある

ことから，「現時点における

基本的な考え方をまとめた

もの」としております。詳細

については，それぞれの実情

に応じて，その都度検討して

いくこととなりますが，その

基準となる「基本的な考え

方」を定めておく必要がある

ことから，本計画（案）を作

成したものです。計画策定

後，それぞれの詳細について

は適宜対応に努めてまいり

ます。 



 

 

6 第 ２ 章 の １

「対象施設及

び区域」 

 原子力災害対策重点区域

を「概ね半径５km」としてい

るのは「原子力災害対策指

針」に基づくものであると

思われるが，「概ね」とある

とおりかなりあいまいであ

る。本来であれば，原子力規

制委員会において，各原子

炉の影響範囲を個別に審査

すべきと考える。 

 そのため，対象区域を「５

km」と限定的に捉え，住民説

明会の参加を対象地区住民

のみに限定することは，感

染症対策を理由にしても不

当である。 

1  ご意見のとおり，ＵＰＺを

「概ね半径５km」としている

のは，原子力災害対策指針及

び茨城県地域防災計画（原子

力災害対策計画編）に基づく

ものです。原子力災害対策指

針では，施設において異常事

態が発生した場合にその影

響が及ぶ可能性のある区域

として定められているもの

であるため，町としては，当

該区域を含む行政区を対象

として本計画（案）を作成し

たところです。 

 また，住民説明会について

は，新型コロナウイルス感染

症の防止等の観点から，本計

画（案）において対象として

いる行政区のみに限定いた

しましたが，パブリックコメ

ントにより広くご意見を募

集するとともに，ご希望の方

には，住民説明会に替えて個

別にご説明するなどの対応

を行ってきたところです。 



 

 

7 第３章の１の

（１）「屋内退

避」 

 屋内退避によって被ばく

をどれだけ防げるのか，根

拠が示されていない。 

 特に，地震などによって

家屋が被害を受け，屋内退

避が不可能となった場合の

ことが考慮されていない。 

1  屋内退避を含む防護措置

については，原子力災害対策

指針に基づき実施するもの

であり，その有効性について

は原子力規制委員会におい

て判断されるものであると

考えます。 

 また，家屋が被害を受ける

ような地震が発生した場合

には，地域防災計画に基づ

き，その時点で避難所を開設

し，避難者の受け入れを行う

こととなります。 

8 第 ４ 章 の ３

「要配慮者の

避難」 

 避難行動要支援者名簿が

完成し，支援者のマッチン

グが完了していなければ，

有名無実である。また，バス

などの移動手段について

も，「こういう体制で実施す

る」ということを示すのが

本来の計画である。それが

示されていない計画では，

実効性がない。 

1 No.5と同様です。 

9 第 ４ 章 の ４

「児童等の避

難」 

 「在園，在校中に原子力災

害が発生した場合の対応に

ついて，あらかじめマニュ

アル等を作成するものとす

る」とあるが，そのマニュア

ルが完成していなければ，

本計画を策定したことには

ならない。 

1 No.5と同様です。 

 


